


利用手続

日課表

作業内容 旅行・イベント・昼食

木箱組立・焼印・シール貼りや防音シートの清掃、銅線

のリサイクル作業、手作りアクセサリーの制作などを中

心に、本人の希望に合わせた作業を行います。

● 銅線リサイクル

● 手作りアクセサリー制作

● 木箱組立・焼印・シール貼り

相談・申込

利用希望者は、秋田市障がい福祉課または相談支援事業

所などに相談し、秋田市障がい福祉課に利用申請します。

利用計画案の提出

相談支援事業所は、サービス等利用計画案を秋田市障が

い福祉課に提出します。

利用計画案の提出依頼

秋田市障がい福祉課から利用希望者に対し、サービス等利用

計画案を作成してもらう相談支援事業所との契約を依頼しま

す。（サービス等利用計画案は相談支援事業所が作成します。）

支給決定

秋田市障がい福祉課が利用希望者に対し、福祉サービス

の支給決定を行います。障害福祉サービス等受給者証を

利用希望者に交付します。

利用計画の作成

相談支援事業所がサービス利用計画を作成し、利用希望

者に交付します。

契約・利用開始

利用希望者が福祉サービス事業所と契約して、利用を開

始します。

● 一泊旅行

● バザー出店

● 昼食サービス

※お昼ご飯は無料で提供しています。

　９：００　ミーティング、作業開始

１２：００　昼食

１３：００　作業開始

１５：００　作業終了、片づけ、帰宅

＊９時～ 1５時が開所時間ですが、短時間の利用が可能です。

お気軽にお問合せください。

※休憩は随時はさみます。詳しくはお電話・メールでお気軽

にお問い合わせください。


